
2021 年 3 月 

幸手都市ガス電気 ご契約者さま 

幸手都市ガス株式会社 

電気需給約款の変更に関するお知らせ 

 

平素より、幸手都市ガスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

表題につきまして、電気事業法にもとづき、その内容を下記の通りお知らせいたします。なお、これらに

伴い、お客さまに行っていただくお手続きはありません。 

 

記 

１．電気契約の更新について 

ご契約の電気料金メニューおよび各種付帯メニュー（規定上更新が予定されていないものを除く）の適

用期間が、2021 年 4 月の電気の計量日より、翌年 4 月の電気の計量日の前日まで更新となります。 

 

２．電気需給約款の変更について 

2021 年 4 月 1 日より、電気需給約款が以下の通り一部変更となります。 

 

■主な変更概要 

・ 【４.本約款等の変更（１）】2020 年 4 月に施行された改正民法に則り、電気需給約款等（以下、「本 

約款等」）の変更の必要が生じた場合、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さま 

の了承を得ることなく、本約款等を変更することがある旨を追記。※１ 

・ 【２７.損害賠償の免責（４）】2020 年 4 月に施行された改正民法に則り、当社が賠償の責めを負う場 

合の当社が賠償する損害の範囲の規定について追記。※２ 

・ 【１６.電気の計量（２）】計量器の故障等によって、一般送配電事業者が正しく電気の計量ができな 

かった場合の使用量の決定方法に関する規定について変更。※３ 

 

※１ 「民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を 

変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生 

日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等による 

ものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款 

等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メール 

の送信その他当社が適当と判断した方法により、お知らせします。」を追記。 

※２ 「当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の 

範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るも 

のといたします。」を追記。 

※３ 「原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。」から、「原 

則、託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、 

電気料金単価に変更はありません。 



必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。」に変更。 

以上 

ご不明点は以下窓口へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

幸手都市ガス株式会社 

０４８０－４２－４３１１ 

受付時間 ：8 時 30 分〜17 時 


